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札幌大学教職員組合ニュース 

No.1２ 2020 年 5 月 20 日 札幌大学教職員組合書記局  発行  

組合事務室は１号館２階１２１０です。  Ema i l：su . t radeun ion@gma i l . com  

新型コロナ感染症の影響が続く最中に出された、

就業規則の改定に関する２件の文書について、 

組合より申し入れ及び抗議書を提出 

５月１５日（金曜日）の夜、法人より突然渡された２件の文書 

５月１１日より遠隔授業の本格的な運用が始まりました。その週がようやく終わる１５日の夜に、

法人より、札大人第２１号文書「『学校法人札幌大学教員勤務延長任用規程』及び『教員勤務延長任用

に関する給与支給内規』の改正について」と、札大人第２２号文書「ハラスメントの防止に関する規

程等の整備について」という２件の文書が、組合に渡され、組合ではこれらの文章について抗議等を

表明しました。 

このことに加えて、新型コロナウイルス感染拡大が続く状況下で、健康や衛生面など労働環境、そ

して学生の勉学環境について困ったことがあった場合の、相談窓口としての組合の役割を表明いたし

ます。 

 

１、札大人第２１号文書について 

 札大人第２１号文書によると、法人と組合双方の主張には隔たりがあり、協議が進展しない状況に

あり、また、法人は２月に説明の機会を求めると共に、説明資料を渡したが、組合からの回答がない

ことから、法人は組合との間で合意に向けた協議を継続することは困難と判断し、説明資料の内容に

対して、過半数代表者に意見聴取することにした、とあります。 

 組合ニュースＮｏ．９でお伝えした通り、「学校法人札幌大学教員勤務延長任用規程」及び「教員勤

務延長任用に関する給与支給内規」の改正については、勤務延長教員の任用規程と支給内規に関して

は現在、北海道労働委員会において法人の不当労働行為が審理中です。にもかかわらず、法人は一方

的に説明会の開催を通知し、組合の抗議にも関わらず、これを強行しました。その後、その説明会資

料なるものを一方的に組合に送りつけてきました。 

 しかも、札大人第２１号文書では、労働委員会審理の結論が出ていないのに、「本件に関し貴組合と

の間で合意に向けた協議を継続することは困難である」と決めつけ、組合との交渉打ち切り⇒過半数

代表者の形式的意見聴取⇒規程改定の強行を宣言するに等しいものです。これは、不当労働行為の上

塗りであると共に、現在法人と組合の労使関係改善に尽力している労働委員会を無視し、その努力を

冒涜するものにほかなりません。 

 しかも、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、労働委員会の期日が延期となり、組合員も遠隔

授業の準備などの対応で忙殺され、会議などの組合活動や団体交渉が困難な時に、このような重大懸

案事項を強行するのは、どさくさ紛れの火事場泥棒的な行為に等しいと言わざるをえません。組合は、

過半数代表者への意見聴取に断固抗議し、規程改正に向けた一切の行為の中止を要求しています。 

 

２、札大人第２２号文書について 
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ハラスメントの防止に関する規程については、組合は、昨年７月５日以来３度にわたって法人の

検討案に対して意見書を提出してきました。そして、組合から昨年１１月８日に２０１８年札労組－

９文書で意見を出した後は、法人から何の回答もありませんでした。 

それが、半年も経過した今年の５月１５日になってようやく、やっと、とうとう法人から回答が

来ました。それがこの札大人第２２号文書であり、これは５月１８日に教職員向けにイントラネット

に掲載された札大人第２３号文書とほぼ同じ文面です。しかも、この中には「懲戒規程（案）」は引

き続き検討中とあり、いまだに回答がありません。 

上述の勤務延長の任用規程及び支給内規とは逆に、当該規程については、法人は昨年１１月以来

半年以上も回答せず、放置してきました。ところが今回、法人は突然これが回答であるとして、こ

の内容について組合には事前に何の説明もなく、協議の団交の申入れをすることもなく、過半数代

表者の意見聴取に付すと一方的に通知してきました。まったくご都合主義的な対応であると言わざ

るをえません。したがって、組合は、このような過半数代表者への意見聴取に対しても断固抗議

し、中止を求めます。 

なお、組合は、遅ればせながらも提出された法人の別添資料については、労働条件に大きく影響

するので、真摯に検討して回答します。今後、法人に対しては、それに基づく団体交渉を要求するつ

もりであり、これに誠実に応じることを求めます。なお、回答書の提出時期は、前述したとおり組合

員が忙殺されており、新型コロナ感染予防の観点から、従来通りのような協議の場の設定も簡単には

行なえない状況であるため、１カ月後の６月２２日頃を目途としたいと考えています。 

 

組合より、札大人第２１号文書及び札大人第２２号文書に対する抗議書を提出 

そこで、５月１８日付けで、組合は以下のような申し入れ及び抗議書（２０２０年札労組－９号

文書）を提出しました。 

 

学校法人札幌大学 

  理事長 荒川 裕生 様 

札幌大学教職員組合 

  執行委員長 佐藤 郁夫 

 

札大人第２１号文書及び札大人第２２号文書に対する申し入れ及び抗議書 

 

標記について、以下のような意見及び抗議を申し入れると共に、これら対する具体的な回答を要

求する。 

１．札大人第２１号文書について 

 標記について、２０２０年２月１３日付け２０２０年札労組－４号文書において指摘したよう

に、勤務延長教員の任用規程と支給内規に関しては、現在、北海道労働委員会の救済申し立てに

おいて、法人が組合との協議に誠実に対応してこなかった、その不当労働行為性について、調

査・審問中であるにもかかわらず、法人は一方的に説明会の開催を通知した。しかも、組合から

の抗議にも関わらず、法人は説明会を強行したのみならず、その説明会資料なるものを勝手に組

合に送りつけてきて、これを呑めという。 

労使関係の改善に向けて、組合は労働委員会を通じて法人との和解の道を模索するつもりでい

たが、このような法人の姿勢は、労働委員会による和解の可能性をみずから否定するものであ

る。従前通りの、組合に対して誠実に対応しない法人の姿勢に対して、断固抗議するとともに、

過半数代表者への意見聴取など改正に向けた一切の行為をただちに中止することを要求する。 

 

２．札大人第２２号文書について 

 札大人第２２号文書の別添資料にある法人の検討について、組合においても検討した上で回答
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する。しかしながら、現在は、新型コロナウイルス感染症の影響による遠隔授業の準備などの対

応で忙殺されており、すぐには回答を提出することができない。したがって、法人の検討に対す

る組合からの意見書は、１カ月後の６月２２日頃に提出する。 

以上 

 

新型コロナウイルス感染症の「対策」で困ったことがあれば、組合へご相談を 

 教職員組合は、教職員の健康管理・職場の公衆衛生を重視する立場から、北海道への緊急事態宣言

の解除が難しいとの見方が強いにもかかわらず、本学が６月以降の対面授業の実施に関する「希望」

を聴取していることを、大変注視しています。また、本格的な遠隔授業が開始して間もなく、学生

に意見聴取をする時間もないうちに、大学執行部の都合だけで判断しようとしていることについて

も、検討の余地を残していると考えています。様々な事情があるのだろうという事は理解できるも

のの、本学の持続可能な発展には、そこで働く教職員の健康維持と学生への配慮こそが優先される

べきです。 

 教職員や学生が、新型コロナウイルス感染症の影響による遠隔授業の対応に追われる中、最近の報

道によると、札幌大学研修センターの土地と建物がいつの間にか売却されたようです。その隣接する

駐車場と同様に、私たち教職員のほとんどが知らないうちに、いつの間にか私たちの職場である学内

施設が処分される事態が発生し続けています。これらの売却の経緯や、この売却が大学の「中長期

構想」とどのような関係があるのか、今後も施設の売却計画があるのかどうか等、法人はうやむや

にせず、教職員に誠実に説明すべきです。 

 

 教職員の皆様が、新型コロナウイルス感染拡大という未曾有の状況下、大学への対応等で何か困

ったことがあった場合には、本組合の執行委員等に遠慮なくご相談いただきますよう、どうぞお願

いいたします。 

 

 

 


